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別
表
第
一
c

項
ロ
及
び
sZ

項
イ
に
掲
げ
る
防
火

対
象
物
（
sZ

項
イ
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
に
あ
っ

て
は
、
c

項
ロ
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
用
途
に

供
さ
れ
る
部
分
が
存
す
る
も
の
に
限
る
。）の
う

ち
、
地
階
を
除
く
階
数
が
三
以
上
で
、
か
つ
、
収

容
人
員
が
一
〇
人
以
上
の
も
の
等
（
_

の
]
、
^

及
び
_
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）

^

地
下
街
（
_

の
`
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）

_

次
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物

乙
種
防
火
管
理
講
習

の
課
程
を
修
了
し
た
者
等
（
第
四
条
第
二
号
関
係
）

\

高
層
建
築
物
で
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

別
表
第
一
^

項
か
ら
a

項
ま
で
、
b

項
イ
、

c

項
イ
、
ハ
及
び
ニ
、
f

項
イ
並
び
に
sZ

項
イ

に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
（
sZ

項
イ
に
掲
げ
る
防

火
対
象
物
に
あ
っ
て
は
、
c

項
ロ
に
掲
げ
る
防

火
対
象
物
の
用
途
に
供
さ
れ
る
部
分
が
存
す
る

も
の
を
除
く
。）で
、
延
べ
面
積
が
三
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

ロ

別
表
第
一
b

項
ロ
、
d

項
、
e

項
、
f

項
ロ
、

sT

項
か
ら
sY

項
ま
で
、
sZ

項
ロ
及
び
s[

項
に
掲

げ
る
防
火
対
象
物
で
、
延
べ
面
積
が
五
〇
〇
平

方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

]

別
表
第
一
^

項
か
ら
a

項
ま
で
、
b

項
イ
、
c

項
イ
、
ハ
及
び
ニ
、
f

項
イ
並
び
に
sZ

項
イ
に
掲

げ
る
防
火
対
象
物
（
sZ

項
イ
に
掲
げ
る
防
火
対
象

物
に
あ
っ
て
は
、
c

項
ロ
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物

の
用
途
に
供
さ
れ
る
部
分
が
存
す
る
も
の
を
除

く
。）の
う
ち
、
地
階
を
除
く
階
数
が
三
以
上
で
、

か
つ
、
収
容
人
員
が
三
〇
人
以
上
の
も
の
で
、
延

べ
面
積
が
三
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

^

別
表
第
一
sZ

項
ロ
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
う

ち
、
地
階
を
除
く
階
数
が
五
以
上
で
、
か
つ
、
収

容
人
員
が
五
〇
人
以
上
の
も
の
で
、
延
べ
面
積
が

五
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

_

別
表
第
一
‚
ƒ
„
…

一
六
の
三

}
~
�
�
項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物

（
c

項
ロ
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
用
途
に
供
さ

れ
る
部
分
が
存
す
る
も
の
を
除
く
。）で
、
延
べ
面

積
が
三
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

`

地
下
街
（
別
表
第
一
c

項
ロ
に
掲
げ
る
防
火
対

象
物
の
用
途
に
供
さ
れ
る
部
分
が
存
す
る
も
の
を

除
く
。）で
、
延
べ
面
積
が
三
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の

２

統
括
防
火
管
理
者
の
責
務
に
関
す
る
事
項

^

統
括
防
火
管
理
者
は
、
防
火
対
象
物
全
体
に
つ
い

て
の
防
火
管
理
に
係
る
消
防
計
画
を
作
成
し
、
所
轄

消
防
長
等
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し

た
。（
第
四
条
の
二
第
一
項
関
係
）

_

統
括
防
火
管
理
者
は
、
^

の
消
防
計
画
に
基
づ
い

て
、
消
火
、
通
報
及
び
避
難
の
訓
練
の
実
施
等
の
防

火
対
象
物
全
体
に
つ
い
て
の
防
火
管
理
上
必
要
な
業

務
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
。（
第
四

条
の
二
第
二
項
関
係
）

`

統
括
防
火
管
理
者
は
、
必
要
に
応
じ
て
当
該
防
火

対
象
物
の
管
理
権
原
者
の
指
示
を
求
め
、
誠
実
に
そ

の
職
務
を
遂
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し

た
。（
第
四
条
の
二
第
三
項
関
係
）

３

統
括
防
災
管
理
者
の
資
格
に
関
す
る
事
項

統
括
防
災
管
理
者
の
資
格
を
有
す
る
者
は
、
次
の
い

ず
れ
か
に
掲
げ
る
者
で
、
必
要
な
権
限
及
び
知
識
を
有

す
る
も
の
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
要
件
を
満
た
す

も
の
と
す
る
こ
と
と
し
た
。（
第
四
八
条
の
二
関
係
）

^

甲
種
防
火
管
理
者
講
習
の
課
程
を
修
了
し
た
者
等

で
、
防
災
管
理
講
習
の
課
程
を
修
了
し
た
も
の

_

大
学
等
に
お
い
て
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
防
災
に

関
す
る
学
科
等
を
修
め
て
卒
業
し
、
か
つ
、
一
年
以

上
防
火
管
理
の
実
務
経
験
を
有
す
る
者
で
、
さ
ら
に

一
年
以
上
防
災
管
理
の
実
務
経
験
を
有
す
る
も
の

`

市
町
村
の
消
防
職
員
で
、
管
理
的
又
は
監
督
的
な

職
に
一
年
以
上
あ
っ
た
者

a

そ
の
他
防
災
管
理
者
と
し
て
必
要
な
学
識
経
験
を

有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の

４

統
括
防
災
管
理
者
の
責
務
に
関
す
る
事
項

^

統
括
防
災
管
理
者
は
、
防
災
管
理
対
象
物
全
体
に

つ
い
て
の
防
災
管
理
に
係
る
消
防
計
画
を
作
成
し
、

所
轄
消
防
長
等
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

と
し
た
。（
第
四
八
条
の
三
第
一
項
関
係
）

_

統
括
防
災
管
理
者
は
、
^

の
消
防
計
画
に
基
づ
い

て
、
避
難
訓
練
の
実
施
等
の
防
災
管
理
対
象
物
全
体

に
つ
い
て
の
防
災
管
理
上
必
要
な
業
務
を
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
。（
第
四
八
条
の
三
第
二

項
関
係
）

`

統
括
防
災
管
理
者
は
、
必
要
に
応
じ
て
当
該
防
災

管
理
対
象
物
の
管
理
権
原
者
の
指
示
を
求
め
、
誠
実

に
そ
の
職
務
を
遂
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と

し
た
。（
第
四
八
条
の
三
第
三
項
関
係
）

５

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
図
る
こ
と
と
し
た
。

６

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
５
の
一
部
に
つ
い
て
は
、

平
成
二
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
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¶
¶

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法

律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
期
日
を
定
め

る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
二
十
四
年
十
月
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

野
田

佳
彦

政
令
第
二
百
六
十
号

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す

る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行

期
日
を
定
め
る
政
令

内
閣
は
、
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に

関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年

法
律
第
五
十
三
号
）
附
則
第
一
条
第
一
号
の
規
定
に
基
づ

き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法

律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ

る
規
定
の
施
行
期
日
は
、
平
成
二
十
五
年
一
月
三
十
日
と

す
る
。

内
閣
総
理
大
臣

野
田

佳
彦

財
務
大
臣

城
島

正
光

文
部
科
学
大
臣

田
中

紀
子

厚
生
労
働
大
臣

三
井

辨
雄

経
済
産
業
大
臣

枝
野

幸
男

国
土
交
通
大
臣

羽
田
雄
一
郎

環
境
大
臣

長
浜

博
行

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法

律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係

政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
二
十
四
年
十
月
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

野
田

佳
彦

◇
南
ス
ー
ダ
ン
国
際
平
和
協
力
隊
の
設
置
等
に
関
す
る
政

令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
政
令
第
二
六
三
号
）（
内

閣
府
本
府
）

１

南
ス
ー
ダ
ン
国
際
平
和
協
力
隊
を
置
く
期
間
を
平
成

二
五
年
一
〇
月
三
一
日
ま
で
と
す
る
こ
と
と
し
た
。（
本

則
関
係
）

２

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し

た
。
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